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一

公
認
会
計
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
旅
費
及
び
日
当
）

（
旅
費
及
び
日
当
）

第
三
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第

第
三
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基

十
六
条
の
二
第
六
項
、
第
三
十
四
条
の
十
の
十
七
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
二

づ
い
て
出
頭
し
た
参
考
人
又
は
鑑
定
人
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
請
求

十
一
第
四
項
、
第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十

す
る
こ
と
が
で
き
る
旅
費
及
び
日
当
の
額
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す

九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員

い
て
出
頭
し
た
参
考
人
又
は
鑑
定
人
が
法
第
三
十
三
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条

の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項

の
二
第
六
項
、
第
三
十
四
条
の
十
の
十
七
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
二
十
一
第

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
の
二
級
の
職
員
が
受
け
る
鉄
道

四
項
、
第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
九
第
四

賃
、
船
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
及
び
日
当
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
旅
費
及
び
日
当
の
額
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に

規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
の
二
級
の
職
員
が
受
け
る
鉄
道
賃
、
船
賃
、

車
賃
、
宿
泊
料
及
び
日
当
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

第
九
条

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
（
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

第
九
条

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
（
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
（
こ
れ
ら
の

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
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規
定
を
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す

規
定
を
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す

る
こ
と
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

る
こ
と
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
発
行
者
（
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
次
号

ら
な
い
発
行
者
（
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
次
号

、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て

並
び
に
第
三
十
条
第
三
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
次

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

金
融
商
品
取
引
法
第
五
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

二

金
融
商
品
取
引
法
第
五
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
（
同
法
第
六
条
各
号
に
掲

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
（
同
法
第
六
条
各
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
有
価
証
券
」
と
い
う
。

げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
有
価
証
券
」
と
い
う
。

）
の
発
行
者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

）
の
発
行
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

（
法
第
二
条
第
一
項
の
業
務
に
関
与
す
る
社
員
等
の
範
囲
）

第
十
四
条
の
二

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

（
新
設
）

め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

被
監
査
会
社
等
の
財
務
書
類
に
つ
い
て
監
査
法
人
が
行
う
法
第
二
条
第
一

項
の
業
務
（
次
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
「
対
象
業
務
」
と
い
う

。
）
に
関
与
す
る
社
員

二

対
象
業
務
に
つ
い
て
法
第
三
十
四
条
の
十
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
受
け
た
社
員
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
と
み
な
さ

れ
る
者
を
除
く
。
次
条
第
六
号
及
び
第
二
十
三
条
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ

。
）

三

対
象
業
務
に
つ
い
て
法
第
三
十
四
条
の
十
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
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定
を
受
け
た
社
員
（
同
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け

た
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
次
条
第
六
号
及
び
第
二
十
三
条
第
二
号
ハ
に

お
い
て
同
じ
。
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
を
管
理
す
る
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
社
員

五

業
務
の
品
質
の
管
理
（
法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務

の
品
質
の
管
理
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
二
号
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
方

針
を
策
定
し
、
及
び
そ
の
実
施
の
状
況
を
検
証
す
る
社
員

六

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
対
象
業
務
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
社
員
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

（
監
査
法
人
に
係
る
著
し
い
利
害
関
係
）

（
監
査
法
人
に
係
る
著
し
い
利
害
関
係
）

第
十
五
条

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
関
係
は

第
十
五
条

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
関
係
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
監
査
法
人
又
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
監
査
法
人
又
は

そ
の
社
員
と
被
監
査
会
社
等
と
の
間
の
関
係
と
す
る
。

そ
の
社
員
と
被
監
査
会
社
等
と
の
間
の
関
係
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

被
監
査
会
社
等
の
財
務
書
類
に
つ
い
て
監
査
法
人
の
行
う
法
第
二
条
第
一

六

前
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
被
監
査
会
社
等
の
財
務
書
類
に
つ
い

項
の
業
務
に
そ
の
社
員
と
し
て
関
与
す
る
者
若
し
く
は
被
監
査
会
社
等
の
財

て
監
査
法
人
の
行
う
法
第
二
条
第
一
項
の
業
務
に
そ
の
社
員
と
し
て
関
与
し

務
書
類
の
証
明
に
つ
い
て
法
第
三
十
四
条
の
十
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

た
者
若
し
く
は
被
監
査
会
社
等
の
財
務
書
類
の
証
明
に
つ
い
て
法
第
三
十
四

指
定
を
受
け
た
社
員
若
し
く
は
法
第
三
十
四
条
の
十
の
五
第
一
項
の
規
定
に

条
の
十
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
社
員
若
し
く
は
法
第
三

よ
る
指
定
を
受
け
た
社
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
配
偶
者
が
被
監
査
会
社
等
と

十
四
条
の
十
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
社
員
（
同
条
第
五

次
の
い
ず
れ
か
の
関
係
を
有
す
る
場
合

項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。

）
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
配
偶
者
が
被
監
査
会
社
等
と
次
の
い
ず
れ
か
の
関
係

を
有
す
る
場
合



- 4 -

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

七

監
査
法
人
の
社
員
の
半
数
以
上
の
者
が
、
本
人
又
は
そ
の
配
偶
者
に
つ
き

七

第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
監
査
法
人
の
社
員
の

、
被
監
査
会
社
等
と
前
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
関
係
を
有
す
る
場
合

半
数
以
上
の
者
が
、
本
人
又
は
そ
の
配
偶
者
に
つ
き
、
被
監
査
会
社
等
と
同

号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
関
係
を
有
す
る
場
合

八

監
査
法
人
の
社
員
の
半
数
以
上
の
者
が
、
そ
の
配
偶
者
に
つ
き
、
被
監
査

（
新
設
）

会
社
等
と
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合

（
有
限
責
任
監
査
法
人
に
係
る
特
別
の
利
害
関
係
）

（
有
限
責
任
監
査
法
人
に
係
る
特
別
の
利
害
関
係
）

第
二
十
三
条

法
第
三
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特

第
二
十
三
条

法
第
三
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特

別
の
利
害
関
係
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す

別
の
利
害
関
係
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す

る
公
認
会
計
士
（
法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を

る
公
認
会
計
士
（
法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を

含
む
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
監
査
法
人
と
登
録
有
限
責
任
監
査
法

含
む
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
監
査
法
人
と
登
録
有
限
責
任
監
査
法

人
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
登
録
有
限
責
任

人
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
登
録
有
限
責
任

監
査
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
の
関
係
と
す
る
。

監
査
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
の
関
係
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

監
査
法
人
の
社
員
の
う
ち
に
そ
の
配
偶
者
が
当
該
登
録
有
限
責
任
監
査
法

二

監
査
法
人
の
社
員
の
う
ち
に
そ
の
配
偶
者
が
当
該
登
録
有
限
責
任
監
査
法

人
の
社
員
で
あ
る
者
（
次
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
が
い
る
場
合

人
の
社
員
で
あ
る
者
が
い
る
場
合

イ

当
該
登
録
有
限
責
任
監
査
法
人
の
計
算
書
類
（
法
第
三
十
四
条
の
十
六

（
新
設
）

第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
当
該
監
査
法
人
が

行
う
法
第
二
条
第
一
項
の
業
務
（
ロ
、
ハ
及
び
ヘ
に
お
い
て
「
対
象
業
務

」
と
い
う
。
）
に
関
与
す
る
社
員

ロ

対
象
業
務
に
つ
い
て
法
第
三
十
四
条
の
十
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

指
定
を
受
け
た
社
員
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ハ

対
象
業
務
に
つ
い
て
法
第
三
十
四
条
の
十
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

指
定
を
受
け
た
社
員

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
管
理
す
る
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
社

（
新
設
）

員
ホ

業
務
の
品
質
の
管
理
の
方
針
を
策
定
し
、
及
び
そ
の
実
施
の
状
況
を
検

（
新
設
）

証
す
る
社
員

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
対
象
業
務
に
重
要
な
影
響
を
与

（
新
設
）

え
る
こ
と
が
で
き
る
社
員
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

三

監
査
法
人
の
社
員
又
は
そ
の
配
偶
者
の
う
ち
に
過
去
一
年
以
内
に
当
該
登

三

監
査
法
人
の
社
員
又
は
そ
の
配
偶
者
の
う
ち
に
過
去
一
年
以
内
に
当
該
登

録
有
限
責
任
監
査
法
人
の
社
員
で
あ
つ
た
者
（
社
員
の
配
偶
者
に
あ
つ
て
は

録
有
限
責
任
監
査
法
人
の
社
員
で
あ
つ
た
者
が
い
る
場
合

、
前
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者
に
限
る
。
）
が
い
る
場
合

四

（
略
）

四

（
略
）

（
上
場
会
社
等
の
範
囲
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

（
新
設
）

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
券
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二

条
第
三
十
三
項
に
規
定
す
る
特
定
上
場
有
価
証
券
を
除
く
。
）
の
発
行
者

二

金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
金
融

商
品
取
引
業
協
会
の
登
録
を
受
け
た
株
券
等
（
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第

二
条
の
十
二
の
四
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
店
頭
売
買
有
価
証
券
を

除
く
。
）
の
発
行
者

三

金
融
商
品
取
引
所
に
そ
の
発
行
す
る
株
券
等
を
上
場
し
よ
う
と
す
る
者
で
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あ
つ
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
株
券
等
に
係

る
有
価
証
券
の
募
集
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価

証
券
の
募
集
及
び
同
法
第
二
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
組
織
再
編
成

発
行
手
続
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
有
価
証
券
の
売
出
し
（

同
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
出
し
を
い
う
。
同
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
行
う
た
め
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
も
の

四

金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
発
行

す
る
株
券
等
に
つ
い
て
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
登
録
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
規
則
に
よ

り
当
該
株
券
等
に
係
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
有
価
証
券
の
売
出
し
を
行
う

た
め
、
同
法
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
も
の

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
株
券
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券

二

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
株
券

三

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
受
益
証
券
発
行

信
託
の
受
益
証
券
（
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令

第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
を
い
う
。
第
七

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
受
託
有
価
証
券
（
同

令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
受
託
有
価
証
券
を
い
う
。
第
七
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
前
二
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

）
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四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
第
一

号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の

五

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
第
一

号
、
第
二
号
又
は
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品

取
引
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の

七

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ

る
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
信
託
の
受
益
権
（
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
受
託
有
価
証
券
が
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四

号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

（
社
員
の
数
）

第
二
十
九
条
の
三

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
六
第
一
項
第
三
号
ヘ
に
規
定
す

（
新
設
）

る
政
令
で
定
め
る
数
は
、
五
と
す
る
。

（
最
低
資
本
金
の
額
）

第
二
十
九
条
の
四

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
六
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す

（
新
設
）

る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
社
員
の
総
数
に
百
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当

す
る
金
額
と
す
る
。

（
共
同
監
査
人
等
の
数
）

第
二
十
九
条
の
五

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
十
三
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
政

（
新
設
）

令
で
定
め
る
数
は
、
一
と
す
る
。
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２

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
十
三
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数

は
、
四
と
す
る
。

（
外
国
会
社
等
財
務
書
類
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券
）

（
外
国
会
社
等
財
務
書
類
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券
）

第
三
十
条

法
第
三
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
有
価

第
三
十
条

法
第
三
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
有
価

証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品

（
新
設
）

取
引
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の

九

（
略
）

八

（
略
）
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二

公
認
会
計
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
四
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
公
認
会
計
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
公
認
会
計
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
新
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
補
助
等

２

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
新
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
補
助
等

の
期
間
が
三
年
以
上
で
あ
っ
て
、
新
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
務
補

の
期
間
が
二
年
以
上
で
あ
っ
て
、
新
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
務
補

習
を
修
了
し
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
確
認
を
受
け
た

習
を
修
了
し
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
確
認
を
受
け
た

者
と
み
な
す
。

者
と
み
な
す
。
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○

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
二
十
五
条
、
第
三
十
四
条
関
係
）

別
表
（
第
二
十
五
条
、
第
三
十
四
条
関
係
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項

五

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
七
項
に

（
同
法
第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
同
法
第
三
十
一

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十

条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
に
係
る
事
件
に
つ
い
て

含
む
。
）
又
は
第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金

の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
五
章
の
五
の
規
定
に
よ
る
審
判
手
続
が
行

に
係
る
事
件
に
つ
い
て
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
五
章
の
六
の
規
定

わ
れ
る
と
き
。

に
よ
る
審
判
手
続
が
行
わ
れ
る
と
き
。

六
～
二
十
四

（
略
）

六
～
二
十
四

（
略
）
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○

衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項

四

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
七
項
に

（
同
法
第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
同
法
第
三
十
一

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十

条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
に
係
る
事
件
に
つ
い
て

含
む
。
）
又
は
第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金

の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
五
章
の
五
の
規
定
に
よ
る
審
判
手
続
が
行

に
係
る
事
件
に
つ
い
て
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
五
章
の
六
の
規
定

わ
れ
る
場
合

に
よ
る
審
判
手
続
が
行
わ
れ
る
場
合

五
～
十
七

（
略
）

五
～
十
七

（
略
）
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○

金
融
庁
組
織
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
総
合
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

（
総
合
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

第
三
条

総
合
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
条

総
合
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
一

（
略
）

一
～
二
十
一

（
略
）

二
十
二

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
六
章
の

二
十
二

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
六
章
の

二
及
び
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
五
章
の
六
の

二
及
び
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
五
章
の
五
の

規
定
に
よ
る
審
判
の
事
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
条
第
一
項
及
び
公

規
定
に
よ
る
審
判
の
事
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
条
第
一
項
及
び
公

認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
官
が
行
う

認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
官
が
行
う

も
の
を
除
く
。
第
十
条
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
課
徴
金
の
納
付
を

も
の
を
除
く
。
第
十
条
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
課
徴
金
の
納
付
を

命
ず
る
決
定
及
び
課
徴
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

命
ず
る
決
定
及
び
課
徴
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
～
四
十
一

（
略
）

二
十
三
～
四
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
企
画
市
場
局
の
所
掌
事
務
）

（
企
画
市
場
局
の
所
掌
事
務
）

第
四
条

企
画
市
場
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
条

企
画
市
場
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

金
融
商
品
取
引
法
第
六
章
の
二
及
び
公
認
会
計
士
法
第
五
章
の
六
の
規

十
六

金
融
商
品
取
引
法
第
六
章
の
二
及
び
公
認
会
計
士
法
第
五
章
の
五
の
規

定
に
よ
る
審
判
手
続
開
始
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

定
に
よ
る
審
判
手
続
開
始
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
～
十
九

（
略
）

十
七
～
十
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

金
融
商
品
取
引
法
第
六
章
の
二
及
び
公
認
会
計
士
法
第
五
章
の
六
の
規

十
一

金
融
商
品
取
引
法
第
六
章
の
二
及
び
公
認
会
計
士
法
第
五
章
の
五
の
規

定
に
よ
る
審
判
の
事
務
、
課
徴
金
の
納
付
を
命
ず
る
決
定
及
び
課
徴
金
の
徴

定
に
よ
る
審
判
の
事
務
、
課
徴
金
の
納
付
を
命
ず
る
決
定
及
び
課
徴
金
の
徴

収
に
関
す
る
こ
と
。

収
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
～
十
五

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
企
業
開
示
課
の
所
掌
事
務
）

（
企
業
開
示
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
七
条

企
業
開
示
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
七
条

企
業
開
示
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

公
認
会
計
士
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項

十

公
認
会
計
士
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
一
の

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
に
係
る
同
法
第
五
章
の
五
の
規
定
に
よ
る

一
項
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
に
係
る
同
法
第
五
章
の
六
の
規
定
に
よ
る
審
判

審
判
手
続
開
始
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

手
続
開
始
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）


